
2010.11.10　広報さつませんだい⓭ ⓬広報薩摩川内　2010.11.10

●
市
民
税
　　
　
　
　
　
　
　

　

毎
年
１
月
１
日
現
在
で
本
市
に
住

所
を
有
す
る
方
に
課
税
さ
れ
ま
す
。

市
民
税
が
課
税
さ
れ
る
方
や
、
国
民

健
康
保
険
に
加
入
し
て
い
る
方
は
、

法
律
に
よ
り
所
得
な
ど
の
申
告
が

義
務
付
け
ら
れ
て
い
ま
す（
た
だ
し
、

給
与
所
得
の
み
で
会
社
な
ど
か
ら
給

与
支
払
報
告
書
が
提
出
さ
れ
る
方
を

除
き
ま
す
）。

　

市
で
は
、
提
出
さ
れ
た
申
告
書
や

給
与
支
払
報
告
書
に
基
づ
き
、
市
民

税
や
国
民
健
康
保
険
税
を
計
算
し
ま

す
。
申
告
書
や
給
与
支
払
報
告
書
の

提
出
が
な
い
場
合
、
各
種
の
所
得
控

除
や
国
民
健
康
保
険
税
の
軽
減
措
置

が
受
け
ら
れ
な
い
こ
と
が
あ
る
ほ
か
、

児
童
扶
養
手
当
の
認
定
や
保
育
所
の

保
育
料
算
定
、
住
宅
ロ
ー
ン
の
融
資

な
ど
に
必
要
な
所
得
証
明
も
受
け
ら

れ
な
く
な
り
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
に
、
こ
れ
ら
の
手
続
き

の
た
め
、
所
得
証
明
書
の
必
要
な
方

は
、
市
民
税
が
課
税
さ
れ
な
い
方
で

も
、
毎
年
必
ず
、
所
得
の
申
告
を
す

る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

＊�

障
害
が
あ
る
方
に
つ
い
て
は
身
体

障
害
者
手
帳
な
ど
、
障
害
の
程
度

を
証
明
で
き
る
書
類
か
、
介
護
認

定
を
受
け
て
い
る
心
身
に
障
害
が

あ
る
方
は
、
障
害
控
除
対
象
認
定

書（
本
庁
２
階
高
齢
・
障
害
福
祉

課
で
発
行
）で
も
障
害
者
控
除
が

受
け
ら
れ
ま
す
。

◎
農
業
所
得
の
収
支
計
算

　

水
稲
を
含
む
農
業
所
得
の
計
算
は
、

収
入
金
額
か
ら
必
要
経
費
を
差
し
引

く「
収
支
計
算
」で
申
告
を
行
い
ま
す
。

　

出
荷
伝
票
や
納
品
書
の
控
え
な
ど

収
入
金
額
が
分
か
る
書
類
と
、
請
求

書
や
領
収
書
な
ど
必
要
経
費
が
分
か

る
書
類
を
保
存
し
、
そ
れ
ら
を
ノ
ー

ト
な
ど
に
記
帳
・
集
計
し
て
、
所
得

が
分
か
る
よ
う
に
し
て
く
だ
さ
い
。

◎
寄
附
金
税
額
控
除

　

共
同
募
金
会
・
日
本
赤
十
字
社
・

都
道
府
県
ま
た
は
市
区
町
村
が
条
例

に
よ
り
指
定
し
た
寄
附
金
は
、
申
請

す
る
こ
と
に
よ
り
、
５
０
０
０
円
を

超
え
る
部
分
に
つ
い
て
、
個
人
住
民

税
所
得
割
の
１
割
を
限
度
と
し
て
控

除
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

◎
年
金
か
ら
の
特
別
徴
収

　

65
歳
以
上
の
年
金
受
給
者
で
、
前

年
中
の
年
金
所
得
に
係
る
市
民
税
の

納
税
義
務
の
あ
る
方
は
、
年
金
か
ら

引
き
落
と
し（
特
別
徴
収
）さ
れ
ま
す
。

　

た
だ
し
、
市
外
へ
の
転
出
、
税
額

変
更
、
年
金
の
支
給
停
止
な
ど
が
発

生
し
た
場
合
は
、
年
金
か
ら
の
引
き

落
と
し
は
中
止
と
な
り
、
普
通
徴
収

（
個
人
納
付
）と
な
り
ま
す
。

●
国
民
健
康
保
険
税　

◎
あ
な
た
の
共
済
制
度

　

国
民
健
康
保
険
事
業
は
、
み
ん
な

で
国
民
健
康
保
険
税
を
負
担
し
、
病

気
や
け
が
な
ど
の
治
療
費
に
備
え
る

相
互
扶
助
制
度
で
す
。
国
民
健
康
保

険
税
は
、
国
民
健
康
保
険
事
業
の
大

事
な
運
用
資
金
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

わ
た
し
た
ち
は
、
社
会
保
険
な
ど

や
国
民
健
康
保
険
の
い
ず
れ
か
の
医

療
保
険
に
加
入
し
な
け
れ
ば
な
り
ま

せ
ん
。

◎
保
険
の
加
入
・
脱
退
は

　
　
　
　
　
　

早
め
に
手
続
き
を
！

　

社
会
保
険
な
ど
の
資
格
が
な
く
な

り
、
国
民
健
康
保
険
に
加
入
す
る
と

き
、
ま
た
は
社
会
保
険
な
ど
に
加
入

し
、
国
民
健
康
保
険
を
脱
退
す
る
と

き
は
、
14
日
以
内
に
本
庁
市
民
課
ま

た
は
各
支
所
市
民
生
活
課
へ
届
け
出

て
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、
国
民
健
康
保
険
税
は
、
届

け
出
の
日
か
ら
で
は
な
く
、
社
会
保

険
な
ど
の
資
格
が
な
く
な
っ
た
日
や
、

転
入
日
か
ら
課
税
さ
れ
ま
す
。
届
け

出
が
遅
れ
る
と
、
国
民
健
康
保
険
税

を
ま
と
め
て
納
め
な
け
れ
ば
な
ら
な

く
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

●
固
定
資
産
税
　　
　
　
　
　

　

毎
年
１
月
１
日
現
在
で
、
土
地
・

家
屋
・
償
却
資
産
を
所
有
す
る
方
が
、

そ
の
資
産
価
値
に
応
じ
、
資
産
の
所

在
す
る
市
町
村
に
納
め
る
税
で
す
。

◎
各
種
届
け
出
の
お
願
い

  

次
の
よ
う
な
と
き
は
、
必
ず
届
け

出
ま
た
は
申
告
を
し
て
く
だ
さ
い
。

■�

建
物
を
新
築
し
た
と
き
ま
た
は
取

り
壊
し
た
と
き

■�

増
築
や
一
部
滅
失
な
ど
建
物
の
床

面
積
が
変
わ
っ
た
と
き

■�

災
害
で
建
物
や
土
地
に
被
害
を
受

け
た
と
き

■�

土
地
の
利
用
状
況
を
変
更
し
た
と

き
■
所
有
者
が
死
亡
し
た
と
き

■
市
外
の
所
有
者
が
転
居
し
た
と
き

■�

未
登
記
建
物
の
名
義
を
変
更
す
る

と
き

◎
償
却
資
産
申
告
の
お
知
ら
せ

　

事
業
用
の
償
却
資
産（
遊
休
・
未

稼
動
を
含
む
）に
つ
い
て
は
、
毎
年

一
回
申
告
す
る
義
務
が
あ
り
ま
す
。

　

申
告
に
必
要
な
書
類
は
、
12
月
末

日
ま
で
に
郵
送
し
ま
す
が
、
届
か
な

い
場
合
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
申
告
期
限
は
平
成
23
年
１

月
31
日（
月
）で
す
。

川
内
地
域
に
土
地
を
　
　
　

　
　
所
有
さ
れ
て
い
る
方
へ

固
定
資
産
税
の
課
税
地
積（
面
積
）に

つ
い
て
の
お
知
ら
せ

　

川
内
地
域
の
国
土
調
査
事
業
が
、

平
成
22
年
度
を
も
っ
て
完
了
す
る
た

め
、
平
成
23
年
度
か
ら
同
地
域
の
固

定
資
産
税
の
課
税
地
積
は
、
国
土
調

査
後
の
新
地
積
で
行
い
ま
す（
登
記

地
積
＝
課
税
地
積
）。

　

こ
れ
ま
で
は
、
同
事
業
に
よ
り
、

登
記
地
積
が
増
え
た
場
合
は
、
国
土

調
査
前
の
登
記
地
積
で
課
税
し
て
き

ま
し
た（
登
記
地
積
が
減
っ
た
場
合

は
、
登
記
完
了
年
度
の
翌
年
度
か
ら

新
地
積
で
課
税
）。

　

し
か
し
、
平
成
23
年
度
か
ら
は
、

一
律
に
国
土
調
査
後
の
新
地
積
に
よ

り
、
固
定
資
産
税
を
算
定
し
ま
す
の

で
、
一
般
的
に
、
国
土
調
査
後
の
地

積
が
増
え
て
い
る
土
地
を
所
有
さ
れ

て
い
る
方
は
、
固
定
資
産
税
が
上
が

る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

ま
た
、
東
郷
・
入
来
・
祁
答
院
の

同
事
業
を
実
施
中
の
地
域
も
、
事
業

が
完
了
す
れ
ば
、
順
次
同
様
の
取
り

扱
い
と
な
り
ま
す
。

●
軽
自
動
車
税　
　
　
　
　
　

　

毎
年
４
月
１
日
現
在
の
所
有
者
ま

た
は
使
用
者
に
課
税
さ
れ
ま
す
。
原

動
機
付
自
転
車
・
小
型
特
殊
自
動
車
・

軽
自
動
車
・
小
型
二
輪
が
対
象
に
な

り
ま
す
。

◎
名
義
変
更
・
廃
車
の
手
続
き
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　

お
早
め
に
！

　

軽
自
動
車
な
ど
を
他
人
に
譲
っ
た

ら
名
義
変
更
、
使
用
で
き
な
く
な
っ

た
り
、
市
外
へ
転
出
し
た
ら
廃
車
の

手
続
き
が
必
要
に
な
り
ま
す
。

　

手
続
き
さ
れ
る
ま
で
、
毎
年
課
税

さ
れ
ま
す
の
で
、
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

◎
廃
車
な
ど
の
手
続
き
先
は
…

【
１
２
５
㏄
以
下
の
原
動
機
付
自
転
車

お
よ
び
小
型
特
殊
自
動
車
】

○�

本
庁
税
務
課
ま
た
は
各
支
所
市
民

生
活
課
へ（
下
記
問
合
先
）

【
１
２
５
㏄
を
超
え
る
二
輪
車

お
よ
び
軽
自
動
車
】

○�

県
軽
自
動
車
協
会
へ

　

０
９
９（
２
６
１
）４
０
１
１

●
大
切
な
納
税　
　
　
　
　
　

◎
市
税
を
滞
納
す
る
と
…

　

納
期
限
ま
で
に
納
税
が
な
い
場
合

に
は
、
督
促
状
を
送
付
し
、
さ
ら
に
、

催
告
書
や
電
話
な
ど
で
納
税
を
お
願

い
し
て
い
ま
す
。

　

滞
納
し
た
場
合
に
は
、
本
来
納
め

る
税
金
の
ほ
か
、
督
促
手
数
料
・
延

滞
金
を
納
め
て
い
た
だ
か
な
け
れ
ば

な
り
ま
せ
ん
。

◎
滞
納
処
分

　

市
税
を
滞
納
し
た
ま
ま
で
い
ま

す
と
、
納
期
限
ま
で
に
納
付
し
た

方
と
の
公
平
を
保
つ
た
め
に
、
や

む
を
得
ず
、
滞
納
し
て
い
る
方
の

財
産
を
差
し
押
さ
え
、
こ
れ
ら
の

財
産
を
公
売
す
る
な
ど
の
滞
納
処

分
を
実
施
し
ま
す
。

◎
納
期
限
内
納
付
を
！

　

こ
の
よ
う
に
、
市
税
を
滞
納
す
る
こ

と
は
、
納
税
者
に
と
っ
て
不
利
益
と
な

る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
、
本
市
に
と
っ
て

も
、
滞
納
整
理
な
ど
に
費
用
が
掛
か
り

ま
す
。
納
付
さ
れ
た
貴
重
な
税
収
を
有

効
に
使
う
た
め
に
も
、
納
期
限
内
で
の

納
付
を
お
願
い
し
ま
す
。

　

本
年
４
月
か
ら
、
市
県
民
税（
普

通
徴
収
）・
固
定
資
産
税
・
軽
自
動

車
税
・
国
民
健
康
保
険
税
に
つ
い
て

は
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
で
納
付

で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

◎
納
税
は
口
座
振
替
で
！

■
安
心（
納
期
を
忘
れ
て
も
安
心
）

■ 

安
全�（
現
金
の
取
り
扱
い
が
な
く

安
全
）

■
便
利�（
忙
し
い
方
、
ご
不
在
が
ち

の
方
に
特
に
便
利
）

　

口
座
振
替
は
金
融
機
関
の
窓
口
で

受
け
付
け
て
い
ま
す
の
で
、
手
続
き

の
際
は
、
納
付
書
・
預
金
通
帳
・
通

帳
の
届
け
出
印
を
お
持
ち
く
だ
さ
い
。

＊ 

市
税
の
口
座
振
替（
口
座
引
き
落

と
し
）に
つ
い
て
は
、
毎
回
必
ず

通
帳
で
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

◎
納
税
の
ご
相
談
は
お
気
軽
に

　

本
庁
２
階
収
納
対
策
課
お
よ
び
各

支
所
市
民
生
活
課
で
は
、
各
市
税
の

納
付
相
談
を
受
け
て
い
ま
す
。

　

事
情
が
あ
っ
て
、
納
税
が
困
難
に

な
っ
た
場
合
や
、
分
割
納
付
な
ど
に

つ
い
て
知
り
た
い
場
合
は
、
窓
口
や

電
話
で
お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

●
窓
口
で
の
サ
ー
ビ
ス
な
ど

◎
証
明
書
の
発
行

　

住
基
カ
ー
ド
を
お
持
ち
の
方
は
、

本
庁
・
支
所
・
中
央
公
民
館
に
設
置

し
て
あ
る
自
動
交
付
機
で
平
成
22
年

度
お
よ
び
平
成
21
年
度
の
所
得
証
明

書
を
取
得
で
き
ま
す
。

　

こ
の
場
合
の
手
数
料
は
、
１
５
０

円
に
な
り
ま
す（
窓
口
交
付
の
場
合

は
２
０
０
円
）。

　

本
庁
・
支
所
以
外
で
も
、
中
央
公

民
館
市
民
サ
ー
ビ
ス
コ
ー
ナ
ー
で
、

　

次
の
証
明
書
を
発
行
し
て
い
ま
す
。

＊�

印
鑑（
ス
タ
ン
プ
印
は
不
可
。
以

下
同
じ
）が
必
要
で
す
。
ま
た
、

代
理
の
方
が
申
請
す
る
と
き
は
、

代
理
人（
窓
口
に
来
る
方
）の
印
鑑

と
申
請
者
本
人
の
印
鑑
ま
た
は
委

任
状
が
必
要
で
す
。

◎
昼
休
み
窓
口
業
務

　

正
午
か
ら
午
後
１
時
の
間
も
、
窓

口
業
務
の
一
部
お
よ
び
収
納
業
務
を

行
っ
て
い
ま
す
。

　

な
お
、
収
納
業
務
は
本
庁
２
階
収

納
対
策
課
、
各
支
所
市
民
生
活
課
税

務
グ
ル
ー
プ
お
よ
び
地
域
振
興
グ

ル
ー
プ
で
対
応
し
ま
す
。

　

そ
の
ほ
か
、
ご
質
問
・
ご
意
見
な

ど
が
あ
り
ま
し
た
ら
、
左
記
ま
で
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

◎
問
合
先

【
市
民
税
・
国
民
健
康
保
険
税
】

▼
税
務
課
市
民
税
グ
ル
ー
プ

　
（
内
線
２
２
３
１
）

【
固
定
資
産
税
】

▼
税
務
課
土
地
グ
ル
ー
プ

　
（
内
線
２
２
４
１
）

▼
税
務
課
家
屋
グ
ル
ー
プ

　
（
内
線
２
２
５
１
）

【
軽
自
動
車
税
】

▼
税
務
課
税
制
グ
ル
ー
プ

　
（
内
線
２
２
２
１
）

【
税
の
収
納
関
係
】

▼
収
納
対
策
課

　
（
内
線
２
４
２
１
・
２
４
３
１
）

【
支
所
管
内
に
お
け
る
税
】

▼�

各
支
所
市
民
生
活
課
税
務
グ
ル
ー

プ
お
よ
び
地
域
振
興
グ
ル
ー
プ

証明書の種類 手数料

所得証明書・課税証明
書（市県民税）・納税証
明書・土地証明書・営
業証明書

200 円
（住基カード利用
による所得証明書
の取得は 150 円）

軽自動車税納税証明書
（車検用）・国民健康保
険税納付証明書（申告
用）

無　料

　11 月 11 日（木）から 17 日（水）までは、「税を考え
る週間」です。
　多くの公共サービスは、税金に支えられています。
　例えば、警察や消防、社会保険、福祉、教育や老
人介護などのサービスにより、健康的で安全な生活
が保障され、道路建設、上下水道、防災環境の整備
といった公共事業により、快適な暮らしを営むこと
ができます。
　ここでは、市の重要な財源である市税などについ
て紹介します。
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